
特　別　規　則　書

２０２４年ＪＡＦ中部ダートトライアル選手権第１戦
２０２４年ＪＭＲＣ中部ダートトライアル選手権第１戦
いなべＭＳＬダートトライアル
＜公示＞
本競技会は、一般社団法人日本自動車連盟（以下「ＪＡＦ」
という）の公認のもとに、ＦＩＡの国際モータースポーツ競
技規則とその付則に準拠したＪＡＦの国内競技規則とその
細則、２０２４年日本ジムカーナ／ダートトライアル選手権
規定、スピード競技開催規定、ＪＭＲＣ中部共通規則、ＪＭ
ＲＣ中部ジムカーナ／ダートトライアル選手権規定および
本競技会特別規則書に従い準国内競技として開催される。
第１条 競技会の名称
２０２４年ＪＡＦ中部ダートトライアル選手権第１戦
２０２４年ＪＭＲＣ中部ダートトライアル選手権１戦
いなべＭＳＬダートトライアル

第２条 競技種目
　ダートトライアル
第３条 競技格式
　準国内競技　　公認番号２０２４－
第４条 開催日程
　２０２４年９月１５日（日）
第５条 開催場所
　いなべモータースポーツランド 公認Ｎｏ２０２４－Ⅱ－
２３０１　　ＴＥＬ　0594-48-3114

　三重県いなべ市員弁町市之原１６０
第６条 オーガナイザーおよび所在地
　モータースポーツクラブ門前（M.S.C.MONZEN）
　代表者：新木　正　ＴＥＬ：　0768-42-2025
　所在地：〒470-0205　石川県輪島市門前町黒島町ロー100
第７条 大会役員
　組織委員長　　 　　　 　岩崎明夫
　組織委員　　 　 　　　　 新木　正
　組織委員　　　 　　　 　嶽下宗男
第８条 競技主要役員
　審査委員長　　 　　　　 小杉兼一
　審査委員　　　 　　　　 前川源秋
　競技長　　　　　 　　　　 河西信之
　副競技長　　　 　　　　 岩崎明夫
　副競技長　　　 　　　　 奈良勇希
コース委員長　 　　　   山﨑利博
技術委員長　　 　　　　　 三宅　修
計時委員長　　　　　　　  林　徳明
救急委員長　　　　　　　  鈴木敏元
JＭＲＣ中部認定救急委員　 三宅明彦
事務局長　　　　　　　　  嶽下宗男

第９条 参加車両
　２０２４年ＪＡＦ国内車両規則第３篇スピード車両規定
　に定めるスピードＡＥ車両・スピードＰＮ車両・スピード
Ｎ車両・スピードＳＡ車両・スピードＳＡＸ車両スピード
Ｂ車両・スピードＳＣ車両・スピードＤ車両に合致した車
両とする。

第１０条クラス区分
　２Ｐ：クラッチペダルを有さないＡＥ・ＰＮ・Ｎ・Ｓ

Ａ。ＳＡＸ・車両。但し、ディファレンシャ
ルの変更、改造及び加工は許されない。

ＲＷＤ：排気量によるクラス分けを行わず、後輪駆動の
　　　ＰＮ・Ｎ・ＳＡ・ＳＡＸ・Ｂ・ＳＣ・Ｄ車両

　ＰＮ1・Ｓ１５００：気筒容積１５００ｃｃ以下の２輪駆
動

のＢ車両（車両規定はＳ１５００車両規定で運用
する）、気筒容積１６００ｃｃ以下の２輪駆動の
ＰＮ車両、全てのＡＥ車両。

ＰＮ２：気筒容積 1600 ㏄を超える２輪駆動（ＦＦ）の
ＰＮ車両

　Ｎ：排気量によるクラス区分を行わず、４輪駆動のＮ車両
　Ｓ１：排気量によるクラス区分を行わず、２輪駆動のＮ・Ｓ

Ａ・ＳＡＸ・ＳＣ車両。
Ｓ２：排気量によるクラス区分を行わない４輪駆動のＳＡ・

ＳＡＸ・ＳＣ・Ｄ車両。
第１１条参加資格
　① 競技運転者は競技に有効な運転免許証と当該年有効な

ＪＡＦ競技運転者許可証を所持していること。
　②競技運転者は競技に有効な死亡時５００万円以上の損
　　害保険またはＪＭＲＣ共済に加入していること。
第１２条　参加台数および参加人数
　　１２０台又は最大１２０名とする。

第１３条　参加料
　ＪＡＦ/ＪＭＲＣ中部ダートトライアル選手権　16,000円
但し、
①ＪＭＲＣ中部加盟クラブの所属者　　　　　　14,000円

　②ＪＭＲＣ中部加盟者で満２５歳以下（大会当日）8,000円
　　女性・学生　　　　　　　　　　　　　　　　　6,000円

第１４条　参加申込期間
　８月１６日（木）～９月５日（木）　必着

第１５条　参加申し込み先及び連絡先
　現金書留にて参加申し込み書を同封し下記へ郵送する。
　〒470-0331
　愛知県豊田市平戸橋町永和８－３２
　ＦＡＳＣ大会事務局　　嶽下宗男

　携帯：090-2685-2944　　ＦＡＸ：0565-42-4162
第１６条　タイムスケジュール
　ゲートオープン　　　　　　　　 6：30
　公式受付　　　　　　　　　　　 7：00～7：50
　公式車検　　　　　　　　　　　 7：10～8：00
　完熟歩行　　　　　　　　　　　 7：15～8：20
　ドライバーズブリーフィング 8：30～8：40
　第 1ヒート　　　　　　　　　 　 9：00
第１７条　スタート方式
　ランニングスタートとする。
第１８条　順位の決定
　原則２ヒート走行しタイムの良い方を採用し順位を決定
する。

第１９条　賞典
　①各クラス 1位～3位：ＪＡＦメダル（除くクローズド）
　②各クラス 1位～6位：主催者賞
　賞典は各クラス参加台数の２５％を目安とする。

但し、最高 6位までとする。
第 18条　付則
　①本規則の適用は、参加申し込み受付と同時に有効になる。
　②本規則及び競技に関する諸規則の解釈に疑義が生じた

場合は、審査委員会の決定を最終とする。
　③本規則に記載されていない事項は、ＦＩＡ国際モーター
　　スポーツ競技規則、国内競技規則、ＪＭＲＣ中部共通
　　規則および、それらの付則に準拠する。
　④競技会延期のため、参加者が出場できない場合、または

中止の場合は手数料１０００円を差し引いて参加料を
返還する。但し、転変地変の場合はこの限りではない。

大会組織委員会


